
第９回 役 員 会 議 事 要 旨

日 時 場 所 欠 席 者 陪 席 者

平成18年７月28日（金）10時30分～ 学長室 教育担当理事 常勤監事

１．議 題
（１）教員の処分について

学長から、大学院教育学研究科の留学生からアカデミックハラスメント・差別として訴えのあ
ったことに関して、関係する教員の処分について諮りたい旨、発言があった。
労務担当理事から、議題資料１及び参考資料に基づき、事案の経緯、本学の対応状況、人事審

査委員会の審査経過等、並びに教員の処分(案)について説明があった。
審議の結果、原案を了承し、本日開催する教育研究評議会へ諮ることとした。
また、学長から、教育担当理事より本件に関して理事辞任の意向が伝えられている旨、報告が

あった。

次いで、教育担当理事から、当時、教育学部長の職にあった者として、管理・監督責任を痛感
するとともに社会的・道義的な責任をとり７月末日をもって理事（副学長）を辞することとした
い旨発言があり、併せて陳謝があった。
なお、学長から教育担当理事の辞任については本人の意向を尊重し受諾することとし、後任の

理事を選任するまでの間、学長がその職務を代行することとしたい旨、発言があった。

閉会１１時３０分


